
高齢者インフルエンザ
予防接種の自己負担額免除
　10月から実施する高齢者インフルエンザ予防接種
の自己負担免除の確認書類に介護保険料決定通知書
を使用することができます。
　第 1（生活保護受給者を除
く）・第 2・第 3段階の表記が
ある通知書は、接種まで保管
してください。　
お問合せ　保健予防課　☎32-1547

市役所職員をかたった「還付金詐欺」と思われる不審な電話が増えています。
医療費や保険料がATMの操作で返還されることは絶対にありません。
まずはご家族や警察などに相談を！　

市役所職員をかたった「還付金詐欺」と思われる不審な電話が増えています

市役所がATMでお金を
還付することはありません!
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骨粗しょう症検診
予約制

日時　毎週月曜日の午後 1時～ 3時　※祝日を除く
会場　総合保健センター　
対象　検査日に40･45･50･55･60･65･70歳の女性
料金　500円
※　健康保険高齢受給者証･非課税証明書の提出等に
より無料になる場合があります。

予約先　医師会健診検査センター　☎57-6571
　　　　（受付は平日の午前 9時～午後 5時）
お問合せ　健康増進課　☎32-1545

くらしに関する総合的なご相談は

くらし安心 110番　　☎21-3110　　
相談受付　平日　午前 8時45分～午後 5時半

さあひゃくとうばん
悪質商法など消費者トラブルのご相談は
消費生活センター　　   　　　　　　　　　　
（棒二森屋６階）　　☎26-4646

  相談受付　午前10時～午後 4時（日・祝は午前11時から）

払い戻し
しますので

4 平成25年7月［市政はこだて］
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